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役場からの行政・地域情報 

（回覧板） 
 

 

高原町 
 

 

 

あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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令和７年度 交通災害共済加入について 

 「交通災害共済」とは、交通事故で怪我や万が一の場合などに、見舞金をお支

払いする相互扶助の制度です。加入を希望される方は、以下のとおり、お申込み

くださいますようお願いいたします。 

１．申込期間  令和７年２月３日（月）～令和７年３月 31 日（月） 

※土日祝日除く 

         役場で申込される方は、午前８時 30分～午後５時 00 分 

までの受付となります。 

２．共済期間  令和７年４月１日（火）～令和８年３月 31日（火） 

３．申込場所  郵便局窓口又は高原町役場 総務課 危機管理係（庁舎２F） 

        （※４月１日以降に申込される場合は、「郵便局窓口のみ」の

取扱いとなります。）※郵送では受け付けておりません。 

４．加入できる方 

 （１）加入申込時点で高原町に住民登録または外国人登録されている方 

 （２）就学（学生）のため一時的に転出されている方 

５．掛  金  加入者１人につき５００円 

６．申込方法  加入申込書（別途配布）に必要事項を御記入のうえ、人数分の

掛金を添えて、上記申込場所にて加入手続を行ってください。 

７．その他   申込用紙が不足する場合や紛失された場合は、区長又は役場総

務課危機管理係までお申出ください。 

問 総務課 危機管理係 ☎0984-42-2112（内線：215） 
 

町有財産の売払について 

 本町が所有する財産のうち、不用となった財産（公用車、備品）について、 

下記のとおり売払を実施します。 

● 売払財産 
番号 区分 財産名称 数量 所管課 

1 公用車 トヨタクラウン（平成９年式・270,436km 走行） 1 台 総務課 

2 備品 棚（ショーケース） 1 個 健康課 

●参加申込前の現物確認 

 現物確認を希望される方は、各財産の所管課へお問合わせください。 

●参加申込期間及び申込方法 

・申込期間：令和７年２月３日（月）～令和７年２月 17日（月）［必着］ 

 ・申込方法：申込用紙は、総務課財政係または町ホームページに掲載して 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №161 
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おります。 

●入札書提出期間及び提出方法 

 ・提出期間：令和７年２月 18日（火）～令和７年３月４日（火）［必着］ 

 ・提出方法：提出用紙は、総務課財政係または町ホームページに掲載して 

       おります。 

●開札日及び開札場所 

 ・開 札 日：令和７年３月 14日（金） 

 ・開札場所：役場３階 会議室 

 御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 総務課 財政係 ☎0984-42-2112（内線 213/214） 
 

高原町乗合タクシー利用者登録説明会について 

 標記について、令和７年４月１日から開始する町内全域デマンド運行に伴い、

乗合タクシーの利用者を対象にした事前の利用者登録説明会を開催しています。 

 乗合タクシーを利用しようと考えている方など、まずはお気軽にご参加くださ

い。なお、説明会への参加予約は不要です。 

●４月１日以降に乗合タクシーを利用する場合は、役場より発行する「登録証」

が必要です。登録証の申請受付は下記の説明会、または役場２階の総合政策課で

行っています。希望される方はお越しください。 

●説明会、役場までお越しできない場合、まずは総合政策課までお電話ください。

ご本人ご了承のうえ、自宅訪問も可能です。 

 

狭野小学校校区 

中 平 2 月 4 日(火) 10:00～11:30 中平公民館 

小 塚 2 月 5 日(水) 10:00～11:30 小塚活性化センター 

高原小学校校区 

花 堂 2 月 6 日(木) 10:00～11:30 花堂むらおこしセンター 

蒲牟田 2 月 7 日(金) 10:00～11:30 蒲牟田活性化センター 

出 口 2 月 12 日(水) 10:00～11:30 出口農業構造改善センター 

鹿児山 2 月 13 日(木) 10:00～11:30 鹿児山農業構造改善センター 

並 木 2 月 14 日(金) 10:00～11:30 並木公民館 

常盤台 2 月 18 日(火) 10:00～11:30 常盤台活性化センター 

広原小学校校区 

西広原 2 月 19 日(水) 10:00～11:30 西広原活性化センター 

上広原 2 月 20 日(木) 10:00～11:30 上広原多目的活動施設 

下広原 2 月 21 日(金) 10:00～11:30 下広原構造改善センター 
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その他 

上麓・下麓含

む町内全域 

2 月 26 日(水) 10:00～11:30 役場１階 会議室 

2 月 27 日(木) 10:00～11:30 役場１階 会議室 

御不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 総合政策課 企画政策係 ☎0984-42-2115（内線：223） 
 

町営住宅の入居者募集について 

次のとおり、町営住宅の入居者を募集します。 

●入居者を募集する住宅 

〇鹿児山団地 

昭和 61年棟  ３ＤＫ １戸 月額使用料 16,700 円～24,900 円 

〇霧島団地  

平成 18年棟  ２ⅮＫ ２戸 月額使用料 20,900 円～31,100 円 

※月額使用料（家賃）は、居住者全員の所得の合計額により増減します。 

また、月額使用料の３か月分を敷金としてあらかじめ納付する必要があり

ます。 

●申込受付期間 

令和 7年２月５日（水）から令和７年２月 14 日（金）まで 

午前８時 30 分から午後５時 15分まで（ただし、閉庁日を除く。） 

●申込場所 

高原町役場 1階 建設水道課 

●入居の条件 

次の全ての条件を満たす必要があります。 

〇 現在住宅に困っていること。 

※持ち家のある方や既に公営住宅居住の方は入居できません。 

〇 ひと月あたりの世帯全員の所得の合計額が公営住宅入居資格基準

（158,000 円）以下であること。 

〇 市区町村税、その他本町の納付金等を滞納していないこと。 

〇 入居申込者、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。 

●入居決定 

申込者多数の場合は、抽選となります。日程等については、次のとおりです。 

〇 抽選日時：令和７年２月 17日（月）午後３時 

〇 抽選場所：高原町役場１階第２会議室 西側入口（建設水道課前） 

●その他 

〇 入居時に必ず住民自治組織（区・班）に加入してください。 

 〇 許可を得ないで同居人を居住させることは禁止されています。 

〇 住宅内でのイヌ、ネコ等の飼育は禁止されています。 

〇 入居者が町営住宅を引き続き 15日以上使用しないときは、届け出が必要 

となります。 
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●上記の他に、現在即入居が可能な住宅は下記のとおりとなります。 

入居希望の方は建設水道課窓口までお問合せ下さい。 

霧島団地  ３ＤＫ・２戸  ２ＤＫ・２戸   

鹿児山団地 ３ＤＫ・１戸   並木団地  ３ⅮＫ・１戸 

下村移団地 ３Ｋ・１戸     後川内団地 ３ⅮＫ・１戸 

問 建設水道課 管理係  ☎0984-42-4960（内線：143） 
 

令和６年度住民税非課税世帯臨時特別給付金及び 

こども加算給付金の支給について 

 高原町では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、家計への影響が大

きい世帯の生活を支援するため、令和６年度住民税非課税世帯に給付金を支給し

ます。 

 支給対象世帯には『支給のお知らせ』または『確認書』を発送します。 

１ 支給対象  基準日（令和６年 12月 13 日）時点で高原町に住民登録があり

世帯全員の令和６年度住民税が、非課税の方で構成される世帯 

※ただし、世帯全員が令和６年度の住民税が課税されている方

の扶養親族等である世帯については対象外となります。 

２ 支 給 額  １世帯あたり３万円 

        ※こども加算がある場合、基準日において同一世帯となってい

る 18歳以下の児童 1人あたり２万円 

        ＜こども加算＞について 

        【加算対象となる児童の範囲】 

         本給付金の支給対象となる住民税非課税世帯のうち、基準日

（令和６年 12月 13 日）時点において、同一世帯となってい

る 18歳以下の児童（平成 18年４月２日生まれ以降の児童） 

３ 発送時期  令和７年２月初旬 

４ 手続き等  ①『支給のお知らせ』が届いた世帯（申請手続きは不要） 

         ●対象世帯のうち、世帯主の口座名義が確認できた世帯に 

『支給のお知らせ』を送付します。 

         ●記載内容に変更がない場合、申請手続き等は不要です。 

         ●振込口座の変更等がある場合は、支給口座登録等の届出を

ご提出ください。 

●令和７年２月下旬に支給予定です。 

        ②『確認書』が届いた世帯（申請手続きが必要） 

         ●対象世帯のうち、世帯主の口座情報等を確認できない世帯

などに『確認書』を送付します。 

         ●必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送くださ 

い。 

         ●『確認書』を受領後、２～３週間後に給付金を支給します。 
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③『支給のお知らせ』または『確認書』が届かない世帯（申請     

手続き等が必要） 

         ●上記『支給のお知らせ』または『確認書』の発送対象以外

の世帯で、給付金の支給対象と思われる場合は、下記問い

合わせ先までご連絡の上『申請書』をご提出ください。 

          ※申請書の提出期限：令和７年５月 30 日（金）まで 

 ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。 

問 福祉課 福祉係 ☎0984-21-2422（内線 451） 
 

野良猫でお困りの方はご相談ください 
 野良猫に関する相談が多く寄せられています。 

相談の内容としては、近隣住民が餌をあげており、複数匹の猫が集まってい

るため、「糞」や「ゴミ漁り」、「鳴き声」等、迷惑がかかっている。という内容

が多くを占めております。 

猫の繁殖力は非常に強く、餌を与えることから多くの猫を繁殖させてしまい

ます。野良猫をこれ以上増やさないために、高原町では地域猫活動を行ってお

ります。 

●地域猫活動とは 

今いる野良猫に、不妊去勢手術を行い、適切に管理していただくことで、こ

れ以上増やさないことを目的としたものです。一代限りの命を全うさせてあげ

ることで、地域から野良猫の数とトラブルを減らしていきます。 

成人２名以上で構成する活動組織を設けていただき、地域猫活動の申請をし

ていただくことで、その野良猫は地域の猫として設定され、以下の取り組みを

行えます。 

 １ 不妊去勢手術 

   子猫が生まれなくなるため増えなくなります。 

 ２ 正しい餌やり 

   適切な餌やりにより、ごみを漁ることが少なくなります。 

 ３ トイレの設置 

トイレの場所を決めることで庭を汚すなどの被害が少なくなります。 

 ４ 猫の保護や保健所等への搬入 

   病院等へ連れていく必要がある場合、地域住民にて行ってもらいます。 

野良猫による被害や迷惑等かかっておりお困りの方は、解決する可能性もあ

りますので一度ご相談ください。 

 併せて、現在野良猫にえさを与えており、数が増えて困っている方はぜひご

連絡いただき、事業の活用をお願いします。 

 野良猫で困っているが、「近隣住民とのトラブル（不仲等）になりたくない」

という理由から我慢している方もいらっしゃるかもしれませんが、地域のた

め、環境のため、猫のためにもご相談お待ちしております。 

問 町民課 環境係 ☎0984-42-1067（内線：160） 
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「高原町こども計画」（素案）への意見募集について 
●募集の趣旨 

高原町では、こどもまんなか社会の実現やこども・子育て施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、令和７年度から令和 11 年度までを計画期間とする「高

原町こども計画」を策定します。今回、計画（案）がまとまりましたので、町民

の皆様の御意見をお聞きするため、パブリックコメントを実施します。 

●意見募集期限 

 令和７年２月 25日（火）まで【必着】 

●計画の閲覧方法 

１） 高原町公式ホームページでの閲覧 

２） 高原町健康課での閲覧（総合保健福祉センターほほえみ館内） 

３） 高原町中央公民館（教育総務課）での閲覧 

４） 高原町役場正面玄関ロビーでの閲覧 

●提出方法 

 指定する様式に住所、氏名、意見を明記のうえ、直接、高原町健康課の窓口へ

持参、または郵送、ファクシミリ、電子メール（件名には「高原町こども計画（素

案）への意見」と表記）のいずれかの方法で提出してください。指定する様式は、

公表場所に設置してあります。このほか、高原町ホームページからもダウンロー

ドできます。 

●提出先 

・持 参 の 場 合 募集期間中の午前８時 30分から午後５時 15分まで 

           ※ただし、土日・祝日を除く 

 ・郵 送 の 場 合 〒889-4412 高原町大字西麓 360 番地 1 高原町健康課  

・F A X の 場 合 ０９８４－４２－４５５０ 

 ・電子メールの場合 kenkou@town.takaharu.lg.jp 

※電話による受付は行っておりません。 

●御意見の取り扱い 

 お寄せいただいた意見に対する個別の回答は行いません。また、意見を提出い 

ただいた方の個人情報が公開されることはありません。 

問 健康課 子育て支援係 ☎0984-21-2423（内線：457） 
 

「第３次高原町健康増進計画（素案）」への意見募集について 
●募集の趣旨 

高原町では、平成 26 年度に策定した「第２次高原町健康増進計画」の計画期

間が終了することから、新たに令和 18 年度までを計画期間とする「第３次高原

町健康増進計画」の策定作業を進めています。 

今回、「第３次高原町健康増進計画」の素案がまとまりましたので、広く町民

の皆様の御意見をお聞きするため、パブリックコメントを実施します。 

●意見募集期限 

 令和７年３月３日（月）まで【必着】 
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●計画の閲覧方法 

１） 高原町公式ホームページでの閲覧 

２） 高原町健康課での閲覧（総合保健福祉センターほほえみ館内） 

３） 高原町役場正面玄関ロビーでの閲覧 

●提出方法 

 指定する様式に住所、氏名、意見を明記のうえ、直接、高原町健康課の窓口へ

持参、郵送、ファクシミリ、電子メール（件名には「第３次高原町健康増進計画

（素案）への意見」と表記）のいずれかの方法で提出してください。指定する様

式は、公表場所に設置してあります。このほか、高原町ホームページからもダウ

ンロードできます。 

●提出先 

・持 参 の 場 合 募集期間中の午前８時 30分から午後５時 15分まで 

           ※ただし、土日・祝日を除く 

 ・郵 送 の 場 合 〒889-4412 高原町大字西麓 360 番地 1 高原町健康課  

・F A X の 場 合 ０９８４－４２－４５５０ 

 ・電子メールの場合 kenkou@town.takaharu.lg.jp 

※電話による受付は行っておりません。 

●御意見の取り扱い 

 お寄せいただいた意見に対する個別の回答は行いません。また、意見を提出い 

ただいた方の個人情報が公開されることはありません。 

問 健康課 健康推進係 ☎0984-42-4820（内線：456） 
 

 

令和６年度世代交代・初期投資促進事業のうち 
世代交代円滑化タイプの要望調査について 

 標記について、国の令和６年度補正予算に基づいて、下記のとおり要望調査を

行います。 

１ 要望調査期間 

令和７年２月 21日（金）までに、２の書類をご準備のうえ農政林務課まで 

お越しください。 

２ 準備書類 

 ① 見積書 

 ② 機械等を導入する場合は、型式や能力を確認できるカタログ 

③ 直近３か年の税務申告書のうち損益計算書又は収支内訳書 

④ 品目ごとの延べ作付面積、出荷量が分かる資料 

⑤ 就農・経営継承計画兼取組状況報告（様式第１号－１） 

⑥ ポイント表（別表１－１） 

 ※ ⑤及び⑥の様式については、高原町ホームページに掲載しております。 

３ 交付対象者の要件 

 ① 独立・自営就農時の年齢が原則 49 歳以下の新規就農者（親元就農者を含

む。）又はその者が経営する法人であること。 
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 ② 令和４年４月１日以降に農業経営を開始した者又は法人 

 ③ 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をしている又はする予定であるこ

と。 

  ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。 

  イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し又は借り受けていること。 

  ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること 

  エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対

象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。 

  オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 

 ④ 認定新規就農者又は認定農業者 

 ⑤ 機械・施設の取得費用等について、金融機関から融資を受けること。 

 ⑥ 経営発展支援事業や経営開始資金等の補助金を現に受けておらず、かつ過

去に受けていないこと。 

 ※ 交付対象者が研修中であるなど、事業実施時点において経営を開始してい

ない場合は、経営移譲者等と共同申請を行うことができます。 

４ 助成対象となる事業内容 

 ① 経営資源の有効利用に向けた取組（事業費 25万円以上） 

農業用機械・施設等の経営資源を交付対象者が継承・利用するために必要 

となる修繕、移設、撤去等に要する経費 

 ② 円滑な経営移譲に向けた取組 

法人化、専門家の活用等の農業経営移譲に向けた取組に要する経費（定款 

の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費等） 

 ③ 経営発展に向けた取組（事業費 50万円以上） 

  ・ 機械・施設等の取得、改良又はリース 

  ・ 家畜の導入 

  ・ 果樹・茶の新植・改植 

  ・ 農地等の造成、改良又は復旧 

５ 補助率 

 ４の①及び②の取組 国１／３以内、県及び町１／３以内 

 ４の③の取組    国１／２以内（県が支援する額の２倍） 

 ※ 国の補助額の上限は６００万円となります。 

６ 成果目標 

 ① 将来像が明確化された地域計画に地域計画に位置付けられる方 

   目標年度の経営規模（作付面積、飼養頭数、農業所得、販売額のいずれか）

が、事業実施年度の経営規模より増加していること。 

 ② 目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられる方 

   目標年度の経営規模が、事業実施年度の経営規模の１２０％以上となるこ

と。 

７ 目標年度 令和９年度 

８ 留意事項 

本事業は応募される農業者の取組等をポイント化し、ポイントの高い農業者
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から配分対象とするポイント制になるため、採択を確約するものではございま

せん。 

問 農政林務課 農政企画係 電話 0984-42-5134（内線 242） 
 

令和７年度持続可能な農業実現人材確保事業 
の要望調査について 

 標記事業のうち就農環境整備・改善事業について、下記のとおり要望調査を行

います。 

１ 要望調査期間 

令和７年２月 12日（水）までに、２の書類をご準備のうえ農政林務課まで 

 お越しください。 

２ 準備書類 

 ・ 見積書 

 ・ 配分表によりポイント化できる取組の根拠資料 

 ※ 配分表は、高原町ホームページに掲載しております。 

３ 補助対象者 農業法人、３戸以上の任意組合、農業協同組合等 

４ 補助率 １／３以内 

５ 事業内容 

  多様な人材がより就労・定着しやすい環境モデルの設置に要する以下の経費

を補助します。 

 ① 農業の働き方改革に要する施設（休憩所、更衣室、男女別トイレ、シャワ

ー）の導入及び改修経費、農作業補助器具（アシストスーツ等）の導入 

 ② 宿泊施設等の既存施設の改修費 

６ 留意事項 

本事業は応募される補助対象者の取組等をポイント化し、ポイントの高い補

助対象者から配分対象とするポイント制になるため、採択を確約するものでは

ございません。 

問 農政林務課 農政企画係 電話 0984-42-5134（内線 242） 
 

高原町 LINE（ライン）公式アカウントの登録の御案内 

 高原町では、公式 LINE（ライン）アカウントを運用して、災害に係る情報やイ

ベント情報など、さまざまな情報を発信していますので、ぜひ御活用ください。

（友達登録方法）                   （QR コード） 

 スマートフォン等で、LINE（ライン）アプリを起動し、 

友だち追加画面から QR コードを読み込んでください。 

または、LINE（ライン）のホーム画面から「高原町」と 

検索して追加することもできます。 

【LINE に関するお問い合わせ】 

 高原町総合政策課 デジタル推進係 ☏０９８４－４２－２１１５ 
 











回 日 時 内 容 場 所

第１回
８月27日（火）
19時～21時

台風接近のため
中止しました。

上後川内
公民館

第1回
10月16日（水）
19時～21時

地区の現状や将来人口の見通しから、現在の
困りごと、将来深刻化しそうなことを考えました。

下後川内
公民館

第2回
11月12日（火）
19時～21時

第１回で出された困りごとや課題を少しでも改
善できそうな取組のアイディアを考えました。

後川内小
体育館

第3回
12月13日（金）
19時～21時

第２回で出された５つの取組のアイディアを全
て検討すると決め、各班に別れて検討しました。

上後川内
公民館

第4回
１月17日（金）
19時～21時

５つの取組アイディアごとに、住民で取り組める
こと、行政に支援してほしいことを考えました。

下後川内
公民館

第5回
２月18日（火）
19時～21時

取組アイディアを実現するため、方法や手順、
まちづくり協議会立ち上げについて考えます。

上後川内
公民館

●開催概要

未来のために私たちは何ができるのだろう。
田舎で不便で課題もたくさんあるけれど、みんなが楽しく暮らせる地域で
ありつづけたい！
まちづくりのアイディアから将来への不安など、一緒に語り合いましょう！

※全ての回に参加できなくてもＯＫ！
お気軽にご参加ください！

などなど

移動や買い物に困っている
お年寄りがいるけど、
どうしたらいいだろう。

人口が減って、草刈り
や祭りを行うのが難し
くなってきたなあ。

地域の行事が減って
つながりが少なく
なってきたなあ。

あなたの後川内地域に対する思いや
アイディアが必要です！！参加者募集

主催：宮崎県 中山間・地域政策課

若い人や子どもがもっと
増えるには、どうしたら
いいかな。

① 高原町役場総合政策課（42-2115）に電話
② 右のQRコードから入力

●参加申込方法

●申込期限 ２月６日（木）まで

【第４回語ろう会の様子】

５つの取組アイディア「奉仕作業」「地区
役員」「移動支援」「学校跡地活用」「鳥
獣害対策」で住民で取り組めることを考え
たときに、今後まちづくり協議会（準備委
員会）の立ち上げが必要と考えました。



令 和 年 月 3 日

各　位

記

１ 交通規制区間 裏面に記載

２ 交通規制期間 令和　７年　２月　５日（水）　　　８時００分　から

令和　７年　２月２２日（土）　　１７時００分　まで

３ 問い合わせ先

代表取締役　木場　智彦　TEL　０９８６－２３ー４３２１

工事責任者　津田　厚　携帯　０８０－６２５２－４８２８

高原町役場　建設水道課

電話    代表   0984－42－2111

（直通　0984－42－4959）

回　　覧

7 2

高原町長　 高 妻 経 信

（ 公 印 省 略 ）

舗装工事に伴う全面通行止めについて（お知らせ）

（火）

（金）

株式会社　木場組

（文書取扱　建設水道課）

暮冬の候 皆様におかれましては、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。

また、日頃より町政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

今回、舗装工事に伴い、町道 牟田山・新地橋線の交通規制（全面通行止め）を行い

ます。

皆様には大変御迷惑おかけしますが、御理解いただき御協力賜りますよう、よろしく

お願いいたします。



位置図

高千穂ニュータウン



令 和 年 月 3 日

各　位

記

１ 交通規制区間 裏面に記載

２ 交通規制期間 令和　７年　２月　５日（水）　　　８時００分　から

令和　７年　３月２１日（金）　　１７時００分　まで

３ 問い合わせ先

代表取締役　松野　光信　TEL　０９８４－４２ー１２２２

工事責任者　松野　光信　携帯　０９０－２５１６－６４２６

高原町役場　建設水道課

電話    代表   0984－42－2111

（直通　0984－42－4959）

有限会社　松野建設

（文書取扱　建設水道課）

高原町長　 高 妻 経 信

（ 公 印 省 略 ）

舗装補修工事に伴う全面通行止めについて（お知らせ）

（火）

（金）

7 2

回　　覧

暮冬の候 皆様におかれましては、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。

また、日頃より町政に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

今回、舗装補修工事に伴い、町道 湯の平・宇都前線の交通規制（全面通行止め）を

行います。

皆様には大変御迷惑おかけしますが、御理解いただき御協力賜りますよう、よろしく

お願いいたします。



位置図

宇都霊園

湯之元温泉





※急な変更が生じる場合があります。 

 

 

 

 

 

教育総務課社会教育係  Ｒ７．２．３発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

①皇子原学園講座 高原町再発見～狭野神社 

 

 

 

 

 

 

 

 

②読み聞かせ講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇２月４日（火）「人生講話」は、午前９時３０分～１１時。ほほえみ館 中研修室です。 

今年で３０回を迎えた宮崎映画祭実行委員会委員長 臼井 省司氏にお話いただきます。 

〇２月１８日（火）「県外研修」は、午前８時３０分～１７時。熊本県人吉市へ行きます。 

甚大な被害をうけた令和２年７月豪雨災害から人吉の復興はどのようにして行われてきたのか、人吉市

役所職員の方にお話をしていただきます。 

〇３月２日（日）「高原町生涯学習振興大会」は、１３時３０分～神武ホールです。各団体の発表や 

生涯学習講座の取組を紹介します。皆様のご来場お待ちしております。 

〇３月４日（火）「閉講式と音楽」は、午前９時３０分～１１時３０分 神武ホールです。二胡奏者の野津原 

光代氏によるコンサートを行います。二胡の演奏を生で聴ける貴重な機会です、お楽しみに！ 

 

①御池の自然講座（２月１２日：水）～御池ハイキング ※午前８時３０分～１２時００分 

令和６年度２月の生涯学習講座だより 
回 覧 

皇子原学園講座 

１月に実施した講座の様子をご紹介！ 

 

 

 

２月・３月の講座をご紹介！ 

生涯学習講座 

お問合せ先：教育委員会（担当：小園・山崎）   ℡：（０９８４）４２－１４８４ 

 

児玉繫信氏、長田葉子氏とリモートによる読み

聞かせ講座のまとめをしました。前回、福祉施

設での読み聞かせを行った時の反省点や工夫

した所など意見を出し合いました。その中で練

馬区の布絵本の取組などお聴きすることがで

きとても勉強になりました。 

暦の上ではもう春ですが、まだまだ寒い日が続いております。春の便りが待ち遠しいですね。 

本年度の講座も残りわずかとなりました。最後までご参加いただけると嬉しいです。 

 

 

第二鳥居前の道は国分～綾を結ぶ江戸時代の

街道です。樹齢400年を超える狭野杉は７本。 

仁王様は享保時代にあった神徳院の守護神で、大

豆の神様と言い足腰の痛みを癒す神様だそうです。 

ゴールは本殿。皆さん

お参りして帰りました。 

教育総務課文化財係長（大學康宏氏）による説明で第二鳥居からスタートし、杉並木の参道を本殿まで歩きま

した。伊能忠敬が測量の際、狭野で宿泊したことなど狭野神社にまつわる興味深い話を聴くことができました。 











高原町農業委員会通信
令和７年２月３日発行

①　農業に従事する方なら広く加入いただけます

②　保険料の額は自由に決められます！

③　終身年金で80歳までの保証付き！

④　税制上の優遇措置！

⑤　保険料の国庫補助があります！

回 覧

№５０

農業者年金は、保険料を将来の自分の年金

として積み立てる積立方式の年金です。

（機構法）












